
第２２回奈良県税制調査会

令和５年８月２５日（金）
14時00分～ 奈良県庁

◆奈良県産業廃棄物税について

◆地域における税務行政の将来像について

奈良県



奈良県産業廃棄物税について

奈良県産業廃棄物税条例（抄）
（課税の根拠）
第一条 県は、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。）第四条第六項の規定により、産
業廃棄物の排出の抑制、再生利用、減量その他その適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物
税を課する。

参 考

○ 奈良県産業廃棄物税は、平成14年４月に設置された奈良県法定外税懇話会での検討結果を踏まえ、産業
廃棄物の排出抑制等を目的として平成16年４月に導入された。

○ 条例において、「産業廃棄物の排出の抑制、再生利用、減量その他その適正な処理に関する施策に要する費
用に充てるため、産業廃棄物税を課する」と規定している。

○ 産業廃棄物の排出量は、全国が増加傾向にあるのに対し、奈良県は減少傾向にある。

○ 産業廃棄物の最終処分量については、全国は減少傾向であり、奈良県も減少傾向にある。

○ 産業廃棄物税について、関連施策の継続が必要であると考えられる。
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使途事業一覧

○排出抑制・減量化の推進

使途事業 事業概要

実績（件数等） R4
決算額
（千円）

R5
予算額
（千円）項目 R2 R3 R4

産業廃棄物排出抑制等事業費補助事業

排出抑制、再生利用等の研究開発及び設備導入経費の一部
を補助
・高目付・ナイロン生地の樹脂ラミマットの再生利用について
の研究開発（R2）
・スラッジ水の再利用の為の配管設備工事設備導入（R4）

補助事業者数
（社）

3 2 2 1,262 29,237 

産業廃棄物排出抑制推進事業
排出抑制・減量化に取り組む排出事業者に、環境カウンセ
ラーを派遣して助言・指導を行い、問題解決を図る
・廃棄物処理に関する社員研修、廃棄物削減等の指導 等

派遣事業者数
（社）

0 2 3 264 839 

○再生利用の推進

使途事業 事業概要

実績（件数等） R4
決算額
（千円）

R5
予算額
（千円）項目 R2 R3 R4

循環型社会推進｢奈良モデル・プロジェクト｣
ごみ資源の循環的利用の促進

市町村職員を対象に研修会を実施 参加者数（人）
39

（年1回）
20

（年1回）
39

（年2回）

396 

703 

リサイクル製品認定制度推進事業
奈良県リサイクル認定製品の認定、普及啓発
・がれき類を原料とした再生利用コンクリート、木くずを利用
した木製品 等

累計製品数（品） 162 168 168 510 

耕畜連携による堆肥利用拡大推進事業
畜産農家の生産した堆肥を耕種農家とつなぎ、畜産堆肥の利
用促進を図る(～R2 農業水産振興課事業)

堆肥利用展示
圃場面積（a）

78 － － － －

畜産堆肥利用促進事業
畜産農家の生産した堆肥を耕種農家とつなぎ、畜産堆肥の利
用促進を図る(R３～ 畜産課事業)

堆肥利用展示
圃場面積（a）

－ 31 338 782 1,000 
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○適正処理の推進(監視体制強化等)

使途事業 事業概要
実績（件数等） R4

決算額
（千円）

R5
予算額
（千円）

項目 R2 R3 R4

産業廃棄物適正処理促進事業
(一社)奈良県産業廃棄物協会への事業補助
・産廃業者への指導啓発、立入指導（約２０業者／年）
・市町村との連携による不法投棄物の撤去

不法投棄撤去量
（台／トラック）

33 32 29 2,200 2,200 

PCB廃棄物等早期処理推進事業 PCB廃棄物の把握、早期処理に向けた啓発、立ち入り検査 立入指導回数 70 4 3 2,101 4,603 

産業廃棄物監視支援事業 奈良市の実施する廃棄物監視対策への補助
パトロール数（箇所） 947 1,202 811

1,500 1,500 
指導件数（件） 8 41 65

産業廃棄物監視スカイパトロール事
業

県警ヘリコプターによる産業廃棄物処理施設や不法投棄・焼却の監視パトロール 監視数（箇所） 257 207 159 1,446 1,844 

産業廃棄物管理責任者研修事業 産業廃棄物管理責任者研修（排出事業者） 参加者数（人） 65 80 140 1,250 1,260 
優良処理事業者育成事業 優良処理事業者育成研修（産廃処理業者） 参加者数（人） 41 45 95 1,250 1,260 

不法投棄ゼロ作戦推進事業

民間事業所と連携した啓発活動、路上検問等
「県民総監視」による不法投棄ゼロを目指すための啓発活動
・地元生活情報誌に啓発広告を掲載、啓発ポスターの募集・作成、優秀作品の県内
巡回展示

検問回数（回） 3 2 4

1,420 1,778 ポスター応募件数
（件）

231 661 655

適正処理広報活動事業 不法投棄ホットラインの設置・運営、メディア広報
テレビＣＭ（回） 272 272 272

4,982 5,061 
新聞広告（紙） 5 5 5

地域環境対策支援事業
市町村補助
①最終処分場周辺環境調査、②最終処分場周辺環境整備、③不法投棄防止対策、
④環境学習等地域活動支援

補助市町村数 12 14 17 30,395 39,400 

不法投棄等監視パトロール事業 民間委託による廃棄物処理法違反監視パトロール パトロール数（回） 594 596 596 18,562 21,840 
循環型社会推進｢奈良モデル・プロ
ジェクト｣不法投棄・使用済家電等対
策の強化

奈良県使用済家電等対策連絡会の開催（年１回） 参加者数（人） 21 20 － 11 237 

大気環境監視機器整備事業 大気環境監視のための分析機器を整備 機器導入数（台） 2 0 0
－ －

水環境監視機器整備事業 水環境監視のための分析機器を整備 機器導入数（台） 1 2 0

建設リサイクル法推進事業
建設リサイクル法に基づく分別解体の確実な実施を確保するための解体現場等パト
ロール

パトロール現場数
（件）

1,351 1,468 1,664 8,234 10,178 

建築物石綿含有建材調査者の講習
会受講

職員による建築物石綿含有建材に係る知識の習得及び石綿に係る事案への対応力
の強化を図る

受講人数（人） － 6 － － －

土地の監視強化推進事業（ドローン
導入）

ドローンを使用し県職員による違法な切土盛土等の土地改変、産業廃棄物の投棄等
を監視することにより土地規制区域等の適切な管理を強化

操縦者育成数（人） 25 22 23 3,659 6,699 

中央卸売市場監視カメラ設置工事
中央卸売市場内の不法投棄の多い場所へ監視カメラを設置（工事名：中央卸売市場
場内監視カメラ設置工事）

設置台数（台） － 11 － － －

土地規制監視強化事業 農地法・森林法・砂防三法・住宅造成等規制に係るパトロールの実施 パトロール数（回） 243 242 243 11,185 13,256 

○その他

使途事業 事業概要
実績（件数等） R4

決算額
（千円）

R5
予算額
（千円）

項目 R2 R3 R4

産業廃棄物実態調査事業 産業廃棄物実態調査を実施 － 実施 － － －
廃棄物処理計画策定事業 廃棄物処理計画の策定 － － 策定 6,852 －



Ⅱ期
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・今後の最終処分量の見込みとしては、新型コロナウイルス感染症からの回復により
増加することが考えられるが、事業者がＳＤＧｓ等の取り組みを進めており、県も使途
事業によりそれを支援することにより、排出抑制や再生利用の促進を図り、令和9年
度の最終処分量は令和２年度と同規模まで減少させる。

・引き続き産業廃棄物税の目的である「排出抑制の推進支援、リサイクルの推進支
援、産業廃棄物監視強化対策等」に取り組む。

※１ 奈良県廃棄物処理計画(第５次計画)

(※1)

(※1)
目標

中長期的な計画について

調査

64

第１次

Ⅰ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期

条例
改正

第２次

条例
改正

第３次

条例
改正

第４次

条例
改正

第５次

調査 調査 調査 調査

最
終
処
分
量

廃
棄
物

処
理
計
画
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（参考）最終処分目的移動量

・県外からの移動量は、平成31年度を除き、平成28年度から年々減少しており、令和2年度においては、最終
処分目的で、奈良県外で排出され奈良県内へ移動し最終処分された産業廃棄物は66千㌧となっている。

・なお、産業廃棄物の移動は、受入可能な最終処分場の有無に加え、企業間の取引事情にも影響を受けてい
ると考えられる。

奈良県への搬入量の推移

（出典:環境省「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」）

年度 H28 H29 H30 H31 R2 平均 単位

県内処分場への処分量 143 130 121 134 108 127

千トン

うち県外からの移動量 96 77 72 82 66 79



納税者の利便性向上

オンライン相談/ＡＩチャットボット

オンライン決済県民など

次期税務システム

奈良
スーパー
アプリ

奈良県

納税相談

パソコン

スマートフォン

納税証明

納付

申告・申請

法務局

連携

etc.

外部

市町村

① 県税の申告や納税方法の拡大（キャッシュレス納付推進）

全税目において、eLTAXでの申告やeL-ＱＲコードを記
載した納付書でのキャッシュレス納付が、パソコンやス
マートフォンから可能となる

県税事務所窓口へ足を運ばずに、
申告や納付が完了

事務所の納税窓口が不要に

！

③ 税の相談等のオンライン化

県税に関する相談は、税事務所に行くこと
なく、パソコンやスマートフォンからオンラ
インで可能に

② 税情報のバックオフィス連携・手続きのワンストップ化

税事務所で発行する各種証明書を必要とす
る行政手続について、納税情報等の情報連
携を行うことにより、手続き先への証明書等
の提出が不要となる

入札機関
等申請先

６

例 入札参加資格申請、補助金申請 等

地域における税務行政の将来像について



次期税務システムの概要

７

クラウド環境Ａ県

都道府県
税務パッケージ
サービス

国税

市町村

法務局

eLTAX

自動車OSS

外部連携

奈良スーパー
アプリ

Ｂ県

Ｃ県

奈良県 保守拠点

複数府県によるサービスの共同利用

システム管理の
省力化と
コスト削減

職員業務や
納税者サービス

向上

事務の電子化に
よる業務の削減

これまで

各都道府県ごとに税務システムが異なるため、個別に開発・
調達・運用・保守が必要。
納税者へのサービス提供にもバラツキがあり、職員の負担
も大きい。

次期システムでは

クラウド環境によるパッケージシステム利用

複数府県で導入実績のある標準化・共同化に対応したパッケー
ジシステムをクラウド環境にて利用。

①各自治体の職員のシス
テム管理や保守運用の負
担が減り、毎年の税制改
正・制度改正対応にかか
るコストも軽減する。

②社会動向を踏まえたサービス拡張が容易になり、納税者サービス
の向上が見込まれる。

③職員が行っている作業を自動
化することにより、職員業務の削
減につながる。



【現行の業務フロー】

作業自動化の例

【職員の業務】
・電子申告審査システムで受信した申告データを審査する。
・申告内容に誤りがあるものについては、納税者に再提出を依頼する。
・申告書、別表等の内容を確認し、データベースに登録し、調定決議を行う。

【例】法人三税／電子申告（eLTAX）にかかる調定業務について

【業務量縮減の例】

現行システム 新システム

申告内容の確認 電子申告データ全件を紙に出力し、内容を確
認の上、確定入力する

システム処理で内容チェックを行い、確認必要なデータ
のみリスト化、職員が内容確認の上、確定入力する

入力後の流れ 出力した申告書の内容とオンライン入力内容
を目視で確認、電子保存できないため紙出力
の申告書を保存（ファイリング）する必要がある

申告データをそのまま更新するため、職員が確認する
のは一部のデータのみ、申告データは電子的に保存す
る

８

納税者 県税事務所 税システム 税務課

申告入力 審査・受理
電子申告データ

取込処理

オンライン入力 課税ＤＢ更新

入力明細と申告

書の突合せ

内容確認
申告内容修正

再提出 指摘あり

指摘なし

ファイリング

決算業務

調定決議
月次決算処理

eLTAX

紙への出力

入力明細

納税者 県税事務所 税システム 税務課

決算業務

調定決議
月次決算処理

オンライン入力 課税ＤＢ更新

内容確認
申告内容修正

再提出 指摘あり

指摘なし

申告内容

チェック込処理
要確認

データ一覧

申告入力 審査・受理
電子申告データ

取込処理eLTAX

【次期システムでの業務フロー（想定）】

全件の

※申告データを自動で
チェック。確認必要な
もののみ、職員が確認
の上調定。申告データ
は電子保存。

全件入力
確認分
のみ入力



項目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

９

スケジュール

次期税務システム
仕様書作成・発注業務

開発・データ移行・テスト 次期システム稼働

納税者が窓口に来ることなく自宅や勤務先から納税できる環境整備を進め、県民の利便性を向上させる。
令和６年１月にはＱＲコード対応による納付手段を拡大し、県税事務所窓口での現金納税を取扱廃止する。

○ キャッシュレス化について

○ 次期税務総合システムの構築について

税業務のＤＸ推進のため、クラウドシステムへ移行。令和８年１月稼働を目指す。

○ 奈良スーパーアプリとの連携について

納税証明書に代わる納税状況のデータ連携など、納税者の利便性向上。

県税事務所窓口の現金納税廃止全税目納付書等Ｑ
Ｒコード対応

奈良スーパーアプリと連携

キャッシュ
レス化

システム
構築

スーパー
アプリ


